
投票所入場券(ハガキ)の裏面は「期日前投票宣誓書」になっています。 

期日前投票をされる方は、あらかじめご自宅等で「期日前投票宣誓書」

に記入し、ご持参いただくと投票所での待ち時間が少なくなります。                     
宣誓書の記入方法（期日前投票をされる方のみ）                  
 

 投票入場券（ハガキ）は、４月 7日又は８日にお届 

 けします。 

 投票入場券（ハガキ）が届かない場合、紛失してし 

 まった場合、持ってくるのを忘れた場合でも、投票 

 の要件を満たしている方は投票できますので、受付 

でその旨お伝えください。 

選挙当日に投票所へ行けない理由として、これらに該当する場合

期日前投票ができます。該当するものに○をつける必要はありま

せん。 

期日前投票に来られる日付、氏名、生年月日、住所 

を記入してください。 

 

 〔投票所入場券(ハガキ)裏面記入例〕 

※ご記入前に表面の氏名等を必ずご確認ください。 

 各期日前投票所にも、期日前投票宣誓書を備えつけていますので、 

期日前投票所で記入していただくこともできます。 

 なお、投票日当日に投票される方は、宣誓書への記入は不要です。 
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